
近年の地方債資金については、財政投融資制度改

革や地方分権の推進等により、公的資金の縮減・重

点化が進められるとともに、それに対応する形で民

間等資金からの借入が増加している。特に、民間等

資金にあっては、住民参加型市場公募債や入札方式

などによる資金調達が多くなってきている。

これまでの公的資金中心の借入であれば、自治体

の財政状況などに関わらず、一律の金利や貸付け条

件で借入ができたが、今後も民間等資金へシフトす

る傾向は続くものと考えられ、各自治体の財政状況

の違いによって貸付金利が大きく異なったり、場合

によっては貸し渋りのような状況に陥ることも十分

に考えられる。現に、主に都道府県が発行している

市場公募債等にあっては、既に財政状況に対する市

場評価が相対的に低いとされる自治体ほど対国債ス

プレッドは拡大している。

公的資金の重点化と地方債資金の市場化が一層推

進される状況において、より有利な条件で民間等資

金の借入を行うためには、貸し手がどのような視点

により自治体財政を分析し、また格付けをしている

のかを知り、貸し手の立場から自らの財政状況を把

握しておく必要があると考える。

そこで、本稿では、金融機関や投資家が融資・投

資先の財政状況を把握する際に重視しているとされ

る「連結決算」と「償還能力」といった面から財政

分析を行い、健全化指標（以下、特に断りのない場

合、健全化４指標のうち公債負担指標（実質公債費

比率と将来負担比率）を指す。）を補足する債務管理

のあり方を検討する。

平成１８年度より地方債制度が許可制から協議制へ

移行したことに伴い、従来用いられていた起債制限

比率に一定の見直しを加えた実質公債費比率という

新たな指標が導入された。実質公債費比率とは、標

準財政規模に占める実質的な公債費の一般財源負担

額の割合を示す指標で、公営企業債の元利償還金や

一部事務組合が起こした地方債の元利償還金などが

準元利償還金として算定に含まれていることが大き

な特徴である。

また、２００７年６月に「地方公共団体の財政の健全

化に関する法律」が成立し、財政の健全度を図る指

標として４つの指標が用いられることとなった。そ

のうち、公債負担に関する指標として、フロー面で

は実質公債費比率が、ストック面では新たに将来負

担比率が導入された。

実質公債費比率や将来負担比率には、これまで指

標の算定に含まれていなかった公営企業会計等の公

債負担の一部が算入されており、より実質的な債務

状況を表す公債管理指標として非常に有効なもので

ある。

図１は府内市町村（政令市、一部事務組合除く。

以下、特に断りのない場合、同様とする。）の実質公

債費比率（フロー）を横軸に、将来負担比率（スト

ック）を縦軸に置いた散布図である。

府内市町村の加重平均値は実質公債費比率７.５％、

将来負担比率９２.９％と全国平均の実質公債費比率

１２.３％、将来負担比率１１０.４％を下回っており、団

体ごとにばらつきはあるものの、相対的に府内市町

村の公債管理指標は抑制されていると言えよう。

財政健全化指標による状況把握はじめに
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実質公債費比率と将来負担比率を見るときに注意

しなければならないことが２点ある。

第１に、公営企業等を連結した指標と言いつつ、

実質公債費比率と将来負担比率の算定の対象となる

会計は、あくまで普通会計ということである。これ

ら２指標における公債負担の対象範囲は、普通会計

以外の会計に関しては、普通会計が他会計繰出金

（補助金）という形で実質的に負担している部分に限

られ、公営企業が事業の財源とするために発行した

企業債は、当該企業に係る料金収入等により償還を

行うという原則に基づき、その償還費の一部が準公

債費として算入されているに過ぎない。（なお、将来

負担比率においては、公営企業会計の資金不足等は

全て連結対象とされている。）

平成１９年度府内市町村の実質公債費比率及び将来

負担比率の算定において、公営企業債償還費及び残

高が指標算定に算入されている割合をみると、実質

公債費比率では、公営企業債元利償還金１,４５５億円

（政令市、一部事務組合除く。繰上償還除く。）のう

ち算入されているのは６８１億円と半分に満たない額

となっている。同様に、将来負担比率においても、

公営企業債残高１兆７,７４４億円に対して、算入対象は

１兆１０億円となっており、概ね半分程度となってい

る（表１）。

公営企業債のうち未算入となっている部分につい

ては、公営企業の収益により賄われるべき分といえ

るが、近年、経営状況の悪化により、公営企業の存

続が困難となるケースも見受けられる。事業収益な

ど特定の財源の範囲でのみ元利償還が保証され、仮

に対象事業が破綻し債務不履行となっても、税など

他の財源から支払いはされないというアメリカのレ

ベニュー債のような制度がない日本の地方債にあっ

ては、公営企業が廃止等に至った場合、最終的な償

還責任は自治体の本体である一般会計に帰属される

こととなる。

したがって、既存の普通会計が負担すべき公債負

担をベースにした健全化指標のみによる公債管理で

は、現在の指標が低く抑えられていても、公営企業

の破綻等によって急激に指標が悪くなるということ

も十分に考えうる。つまり、公営企業を真に連結し

ていない健全化指標にあっては、公債負担の重さを

示すシグナル機能が十分に働かない可能性があると

言える。このことから、企業会計の公債負担も自治

体全体の負債であるとの認識を持ち、公営企業会計

の公債負担と収益を加味した連結による分析が必要

であると考える。

第２に、両指標ともに分母は標準財政規模となっ

ており、つまり（標準的な）収入規模に対する公債

負担の大きさを表したものとなっている。しかし、

各地方自治体の財政構造は大きく異なっており、借

金を返済できる能力は、それぞれ異なるはずである。

例えば、同じ標準財政規模の自治体であっても、職

員数が多く人件費が高い場合や、高齢化率が高く扶

助費が多大である場合など、義務的経費が高い自治

体とそうでない自治体とでは、債務償還に回すこと

ができる余裕財源には差が生じることが見込まれる。

こうした点も踏まえ、健全化指標とは違った、各

自治体の償還能力を勘案した公債指標による分析が

必要であると考える。

連結決算及び償還能力に応じた公債
管理の必要性
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図１　平成１９年度　実質公債費比率と将来負担比率の関
係（府内市町村（政令市除く））

表１　実質公債費比率・将来負担比率における公営企業
債の算入状況
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民間企業の決算状況を把握する場合、単体よりも

連結の財務諸表が重視されている。したがって、公

会計においても、関連企業会計を連結した指標の管

理・分析、公表の重要性は今後一層増すであろうこ

とが予測される。

また、近年、金融機関は融資の判断基準として、

事業の売上高や土地等の担保よりもキャッシュフロ

ーによる債務償還能力をより重要な評価基準として

いる。

以上のことを踏まえ、自治体決算においても、普

通会計単体の負担部分だけではなく、真に企業会計

を連結し、財務状況に応じた公債負担の大きさを測

る指標により分析を行う意義は大きいと考える。

指標の考え方については、金融機関が融資の際に

行う「信用格付け」の基準となっている金融庁の

「金融検査マニュアル」の評価指標を参考とした。本

マニュアルにおいては、大きく財務評価（安全性分

析、収益性分析、成長性分析、債務償還能力）と非

財務評価（市場動向、経営方針など）の２つの要素

により格付けを行うこととされており、財務評価基

準のうち債務償還能力を計る指標として「債務償還

年数」「インタレスト・カバレッジ・レシオ（以下

「ＩＣＲ」と略称。）」「キャッシュフロー額」が用い

られている。それぞれの定義は次のとおりである。

・債務償還年数

「債務償還年数＝有利子負債／キャッシュフロー額」

現在の財政状況の下、余裕財源を全て有利子負

債に充当した場合に、何年で返済できるかという

指標。

・ＩＣＲ

「ＩＣＲ＝

（営業利益＋受取利息・受取配当金）／支払利息」

事業により得た利益が支払利息等の何倍にあた

るのかを示す指標。利息の支払い能力を表す。

・キャッシュフロー額

「キャッシュフロー額＝営業利益＋減価償却費」

減価償却前営業利益を言う。

そこで、自治体の公債負担を測る指標として、各

会計間の連結を行うと共に、前述の償還能力指標を

参考に、ストック面では「債務償還年数」、フロー面

では「ＩＣＲ」を自治体会計に適用した形として分

析を行う。さらに、「キャッシュフロー額」（返済可

能財源）の大きさを団体間で比較するために、収入

に対するキャッシュフロー額の割合を「行政活動収

支比率」として分析を行う。

本稿における債務償還年数及びＩＣＲ、行政活動

収支比率は、次の算出式により算定する。

【債務償還年数】

分子は、普通会計にあっては、負債から充当可能

な資産にあたる基金残高及び実質収支を除いた実質

的な債務とした。また、企業会計にあっては、企業

債残高に法適用企業は資金不足額を加算し、法非適

用企業は実質収支額を控除したものとしている。

分母は、債務償還に回すことができる余裕財源で

ある返済可能財源とする。返済可能財源は、本来の

指標においては減価償却前利益であるが、普通会計

及び法非適用会計は官公庁会計、法適用企業会計は

公営企業会計と、会計方式が異なることから、以下

の図２の考え方に基づいて、それぞれ返済可能財源

を算出することとする。

（普通会計）

「返済可能財源＝行政活動収入－行政活動支出」

普通会計にあっては、決算統計より、経常的な行

政活動に係る収益勘定に相当する支出（収入）と建

設事業や公債費（元金償還金）等の投資・財務活動

に係る資本勘定に相当する支出（収入）にそれぞれ

連結償還能力指標の考え方
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分別した（注１）。そのうち、収益勘定に相当する支

出を「行政活動支出」、収入を「行政活動収入」と

し、その収支額を返済可能財源としている。

決算統計との関係は【別表】のとおりである。

（法適用企業）

「返済可能財源＝（営業収益＋営業外収益）－

（営業費用＋営業外費用）＋

減価償却費（資産減耗費含む）」

法適用企業にあっては、発生主義による減価償

却費を含んだ概念となっていることから、損益計

算書の経常利益（損失）に減価償却費（資産減耗

費含む）を加算した額を返済可能財源とした。

（法非適用企業）

「返済可能財源＝（営業収益＋営業外収益）－

（営業費用＋営業外費用）」

法非適用企業については、減価償却費の概念が

ないため、収益的収支の差引額を返済可能財源と

している。

【インタレスト・カバレッジ・レシオ（ＩＣＲ）】

分子は債務償還年数で使用した返済可能財源とし、

分母には当該年度の利子償還費（一時借入金利子除

く）を置いている。なお、受取利息・受取配当金は

指標の簡略化のため勘案していない。

【行政活動収支比率】

返済可能財源の大きさを測るために、返済可能財源

を分子に、行政活動収入を分母に置いた指標とする。

なお、本指標の連結対象は、全公営企業会計とし

ている。ただし、公営企業会計の資金不足額等にお

いては、健全化指標における解消可能資金不足額と

いった考え方は勘案していない。

また、連結にあたって、各会計の経費の構成を概

観するため、会計間の繰入れ、繰出しの純計処理は

行っていない。

（１）平成１９年度連結償還能力指標の状況

上記の考え方に基づき平成１９年度府内市町村決算

統計より「連結行政活動収支」を集計したのが表２

である。

まず、ストック面の債務償還年数の状況を確認す

る。普通会計においては１４.５年、公営企業会計にお

いては２７.０年となっており、連結では１９.０年となっ

ている。今年度生じた余力財源が今後も同じ水準で

発生することを前提に、その余力財源を全て債務の

償還費に充当した場合１９.０年で償還できることを意

味する。（減価償却前利益は普通建設事業など投資的

活動の財源となることから、実際に当該償還年数で

全て返済できることを示す指標ではない。）

債務償還年数とＩＣＲによる分析結果
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一般に、民間企業への融資は、債務償還年数は１０

年以下であれば「正常（優良）」な融資先とされてお

り、利潤追求が至上命題ではない自治体決算に一概

にこの基準を当てはめることはできないものの、府

内市町村平均の連結債務償還年数は、金融機関から

見れば「要注意先」の債務者として区分されるほど

厳しい状況にあると言える。

次にフロー面からＩＣＲの状況を見る。ＩＣＲは

返済可能財源が利子償還費の何倍あるかを示すため、

倍率が高いほど安定した財政構造にあると言える。

利子償還費は返済可能財源の範囲内でまかなうこと

が好ましいと考えられ、ＩＣＲが１.０倍を切ると、利

子償還費を余力財源で賄えていないことになり、公

債負担が財政を圧迫していることを表す。府内市町

村平均は、普通会計ベースで３.５倍、企業会計が１.１

倍、連結で２.０倍となっている。

ストック、フロー面において、いずれも公営企業

会計の指標悪化が目立ち、連結して見ると普通会計

ベース単体より指標が悪化する結果となっている。

要因を見てみると、行政活動収支比率が普通会計

８.０％に対して、企業会計は１７.４％と高くなってい

る。企業会計の収入には一般会計からの繰入金が含

まれているため、外形的には、企業会計の方がより

多くの返済可能財源を生み出していると言える。そ

れにも関わらず、企業会計の債務償還年数やＩＣＲ

の値がより悪化しているということは、普通会計に

比べて企業会計は、収入や利益に見合った債務以上

の大きな負債をより抱えていると言えよう。

（２）連結償還能力指標と健全化指標との関係

次に、府内市町村（団体別）の連結償還能力指標

と既存の健全化指標との関係を確認する。フロー面

では実質公債費比率とＩＣＲを、ストック面では将

来負担比率と債務償還年数によりそれぞれ図に表し

たのが図３、図４である。

この図より、フロー、ストックともに健全化指標

の高低と比較すると、連結償還能力指標はかなりバ

ラつきがあるのがわかる。

フロー対比では、実質公債費比率が低く抑えられ

ているにも関わらず、ＩＣＲが低くなっている団体

が多く見受けられる。また、ＩＣＲが１.０倍を切る団

体が５団体（うち１団体は返済可能財源が赤字）あ

り、返済可能財源より支払利息の方が大きく、公債

費（利子償還費）が財政を圧迫している状況にある。

これらの団体は、民間企業であれば、金融機関から

の新規借入は難しい状況と言えよう。

ストック対比においても、同様に、将来負担比率

が低く抑えられているにも関わらず債務償還年数が

長くなっている団体があり、債務償還年数が２０年・

３０年を超えるような極めて厳しい団体も多くある。

このように、健全化指標が低く抑えられているに

も関わらず、連結償還能力指標で見ると指標が悪化

している団体が多く見られる。この原因としては、

返済可能財源が小さいことが考えられる。図５及び

図６は行政活動収入に対する返済可能財源の大きさ

を表す行政活動収支比率と連結償還能力指標の散布

図である。これより、行政活動収支比率が低いほど

連結償還能力指標はより悪化している傾向にあるこ

とがわかる。したがって、償還能力指標を改善させ

るためには、公債負担の抑制を図るとともに、いか

にして返済可能財源を多く生み出す財政運営を行っ

ていくかが大きな鍵と言えよう。

（３）連結償還能力指標を活用した財政分析について

連結償還能力指標を活用した財政分析により府内
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表２　平成１９年度行政活動収支（返済可能財源）算出表
（連結）
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市町村の状況を把握する。

フロー指標のＩＣＲは、将来の財政状況を予測す

る機能を有していると言える。例えば、現在の返済

可能財源が小さく（または利子償還費が大きく）、Ｉ

ＣＲが悪化している場合、投資事業費や元金償還金

を返済可能財源で賄うことができないことを示して

おり、財源補てんのために基金の取崩しや借入金の

増発が必要となる。同様の財政状況が続けば、自ず

と将来の財政状況は悪化していくことが予測される。

逆に言えば、返済可能財源を潤沢に生み出し、ＩＣ

Ｒが高い場合には、基金への積み立てを行ったり、

新規の借入金に頼ることなく投資事業費や償還費を

賄うことが可能となり、安定した財政運営が見込ま

れる。

一方、ストック指標の債務償還年数は、建設事業

等の実施にあたって、新規の地方債の増発が可能か

どうかの判断に用いることができる。地方債の償還

年数は、施設の耐用年数により設定されており、１０

～２０年程度の事業債が最も多い。したがって、債務

償還年数が２０年を超えるような値になっており、か

つ将来的にも現状と同様の返済可能財源しか生み出

せないのであれば、地方債の新規発行は抑制されな

ければならないと言える。

このように、償還能力指標は、それだけを見ても

意味のある指標であるが、前節で見たような健全化

指標と組み合わせて活用することで、より実用的な

分析が可能となる。

図３、図４を連結償還能力指標と健全化指標の高

低によってそれぞれ４つの領域に分けて分析する。

まず、領域を分ける基準値であるが、本稿において

は全国市町村平均値をメルクマールとして設定する

こととした。償還能力指標の平均値については、次

章で算出している平成１４年度から平成１８年度までの

５年間の指標を単純平均している。これより、ＩＣ

Ｒは２.４倍、債務償還年数は１４.５年を基準とした。

また、健全化指標の平成１９年度決算全国平均値の実
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図４　平成１９年度　将来負担比率と債務償還年数の関係
（府内市町村（政令市除く））

図３　平成１９年度　実質公債費比率とＩＣＲの関係
（府内市町村（政令市除く））

図６　平成１９年度　行政活動収支比率と債務償還年数の
関係（府内市町村（政令市除く））

図５　平成１９年度　行政活動収支比率とＩＣＲの関係
（府内市町村（政令市除く））
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質公債費比率１２.３％、将来負担比率１１０.４％を指標

が高い、低いという基準としている。

この基準値を境界線とすると、それぞれの領域を

図３はＡ～Ｄに、図４はＥ～Ｈに分けることができ

る（注２）。領域の意味は次のようになる。

【フロー指標の対比（図３）】

Ａ：現在の公債費償還は（標準的な歳入に対して）

比較的抑制されているとともに、返済可能財源

も多く生み出す財政運営ができており、将来的

な健全化指標も低く抑制され、安定的な財政運

営が可能。

Ｂ：現在の公債費償還は比較的抑制されているが、

返済可能財源が少なく、元金償還等の財源につ

いては、投資事業を抑制して元金償還に充てる

財源を増やしたり、新発債の増加や基金の取崩

しによる補てんが必要となる。将来も同様の財

政状況であれば、健全化指標の悪化が懸念され

る。

Ｃ：現在の公債費償還が大きく財政を圧迫している

ものの、経費抑制等の積極的な財政改革により、

返済可能財源を多く生み出す財政運営を行って

いる。将来的にも同様の財政運営ができれば、

健全化指標は改善されることが期待できる。

Ｄ：現在の公債費償還が大きく、財政が圧迫されて

いるとともに、返済可能財源を生み出す財務体

質が築けていない。この状況を打開するために

は、積極的な行財政改革等をより一段と促進し

なければ、将来の健全化指標の改善は困難。

【ストック指標の対比（図４）】

Ｅ：現在の公債負担（ストック）は（標準的な歳入

に対して）比較的抑制されているとともに、返

済可能財源も多く生み出す財政運営ができてい

る。建設事業等の実施に伴い新発債を発行して

も、それを賄うだけの財源捻出が可能であり、

安定した財政運営が見込まれる。

Ｆ：現在の公債負担（ストック）は比較的抑制され

ているが、返済可能財源が少なく、当該公債負

担（ストック）の償還費が将来の財政を圧迫す

ることが予想される。したがって、返済可能財

源をより多く生み出す財政運営ができなければ、

新規の地方債の増発は将来の財政悪化を招き、

ひいては健全化指標の悪化が懸念される。

Ｇ：現在の公債負担（ストック）が大きく将来の償

還費の増大が懸念されるものの、経費抑制等の

積極的な財政改革等により、返済可能財源を多

く生み出す財政運営を行っている。将来的にも

同様の財政運営ができれば、将来の償還費を賄

うことが可能であり、健全化指標は改善される

ことが期待できる。新規の地方債の増発も一定

可能。

Ｈ：現在の公債負担が大きく、将来の償還費の増大

が懸念されるとともに、返済可能財源を生み出

す財政体質が築けておらず、将来の健全化指標

の改善は困難。地方債の増発は、一層の財政悪

化を生むこととなり、抑制されなければならな

い。

府内市町村にあっては、Ｂ、ＤやＦ、Ｈといった

公債負担が将来的の財政を悪化させることが懸念さ

れる領域に多くの団体が位置している。したがって、

府内市町村の多くは、公債負担の抑制とあわせて人

件費や物件費等の行政活動支出の抑制を徹底し、返

済可能財源をより多く生み出す財務体質を築くこと

が重要であり、これがひいては将来の健全化指標の

改善に繋がるという意識を持つことが必要であると

考える。

府内市町村の平成１９年度の実質公債費比率、将来

負担比率は、全国市町村と比較すると、相対的に低

く抑えられていることは既に述べた。一方、連結ベ

ースでの償還能力指標にあっては、平成１９年度決算

の全国市町村のデータが未発表であるため、府内市

町村の状況が全国市町村と比べてどのような状況に

あるのかは分析ができない。そこで、平成１４年度か

ら直近の平成１８年度の５年間の公表決算統計から府

内市町村の償還能力指標の状況を分析する。

連結償還能力指標の経年比較と全国
市町村比較
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図７、図８、図９はそれぞれ債務償還年数、ＩＣ

Ｒ、及び行政活動収支比率の全国市町村（一部事務

組合除く）と府内市町村の加重平均値の経年推移で

ある。普通会計及び公営企業会計の会計別と連結ベ

ースに図をそれぞれ分けている。これらより、次の

３点の特徴を読み取ることができる。

第１に、連結ベースで見た場合、全ての指標、全

ての年度において、全国市町村平均に比べて府内市

町村平均の指標が悪くなっている。つまり、健全化

指標とは異なり、連結償還能力指標で見た場合、府

内市町村の公債管理は余裕があるとは言い難い状況

にあると言える。

第２に、普通会計と公営企業会計を分けて見てみ

ると、全国・府内市町村ともに普通会計に比べて公

営企業会計の指標が悪く、連結により普通会計単体

で見た場合よりも指標を悪化させている。さらに、

公営企業会計の全国と府内市町村の指標は、概ね同

程度の比率となっている。

ここで、公営企業会計債務償還年数の企業別の状

況を表３により確認する。会計は上水道会計、病院

会計、下水道会計を標記している。この３会計を合

わせて公営企業会計の総実質債務額の約８割程度を

占め、また、多くの自治体がこれらの会計を設置し

ていることから、この３会計を見ることで、概ね公

営企業会計の状況を概観することができる。

表３によると、全国市町村においては、上水道会

計の債務償還年数が短くなっているものの、病院、

下水道会計の年数が長くなっている。また、上・下

水道会計の指標は年々改善しているが、病院会計に

あっては経営状況の悪化等による指標の悪化が顕著

である。

大阪府内市町村は、全国平均と同様に上水道の償

還年数が短く、下水道会計が長くなっているが、両

会計ともに全国市町村平均を下回っている。一方、

病院会計の債務償還年数は、全国平均値を大きく上

回る年数となっており、近年の指標悪化も全国以上

に顕著である。平成１８年度病院会計決算にあっては、

返済可能財源（減価償却前利益）が赤字のため債務

償還年数がマイナス値となっており、非常に厳しい

財政状況となっている。

以上より、公営企業会計全体の債務償還年数は、

全国・府内市町村ともに同程度の比率となっており、

全国・府内市町村ともに公営企業会計の債務の抑制

と返済可能財源の一層の創出を図っていく必要があ

るが、指標改善に注力すべき会計の状況は、かなり

異なっていることに注意が必要である。

第３の特徴として、全国と府内市町村の普通会計

の指標を比べると、府内市町村の債務償還年数が長

く、ＩＣＲ、行政活動収支比率が低くなっているこ

とがわかる。つまり、全国市町村との連結指標の乖

離の原因は普通会計に多くがあると言える。図９の

行政活動収支比率を見ると、府内市町村普通会計の

比率が全国と比べて約７％程度低くなっており、府

内市町村普通会計の指標が悪化しているのは、普通

会計における返済可能財源が小さいことが最も大き

な原因であると考えられる。

以上の特徴を踏まえると、全国市町村においては、

まず公営企業会計の指標の改善に力点を置いた財政

運営が必要であり、事務費等の節減とともに使用料

等収入の適正徴収を図って行かなければならない。

一方、府内市町村にあっても、全国と同様に公営企

業会計の指標改善を重視する必要がある上に、普通

会計の返済可能財源を増加させる財政運営を図って

いくことが求められる。現在、府内市町村の多くが

公営企業会計に対して、多額の基準外繰出金を支出

しているが、普通会計の指標改善のためには、これ

の解消が急務であると言える。したがって、府内市

町村の公営企業会計は、基準外の他会計繰入金に頼

ることなく、債務の減少を図っていくとともに、経

費の削減や収入の増加による返済可能財源の増加に

取り組んでいく姿勢がより求められると言えよう。
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表３　（公営企業会計）債務償還年数の企業別内訳
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本稿では、金融機関や市場が民間企業への融資、

投資を行う際に重視する経営分析指標を参考に自治

体公債管理のあり方を検討したが、一義的には既存

の健全化判断比率に注視し、その指標の改善に取り

組んでいく必要があることは言うまでもない。しか

し、より適正な財政運営、公債管理を行うためには、

公会計で使用されている財政指標とは違った視点を

おわりに
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図７　債務償還年数の推移

図８　ＩＣＲの推移

図９　行政活動収支比率の推移
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持ち、健全化指標を補完する新たな指標による分析

が有用であり、今後その重要性は一層増して行くも

のと考える。

平成２０年１２月に「大阪府庁財政研究会報告書」が

公表され、大阪府独自の指標として「収益的収支比

率」による分析を行っている。この指標は、企業の

損益計算書にあたる収益勘定を抽出して、その収支

差が将来の投資やストックの改善に充てることがで

きる財源であるという考えを基にしたものである。

本稿とは、算出方法は異なるものの、基本的な考え

方は同様である。

このような新たな視点からの分析・開示は、財政

状況の公開（ＩＲ）の観点からも、メリットになる

面が多いと思われる。本稿がその視点を考える一助

となれば幸いである。

注　釈

注１　決算統計の数値を現金ベースの収益勘定と資

本勘定に仕分けるにあたっては、新地方公会

計制度実務研究会（２００７）の報告書より総務

省方式改定モデルに基づく財務書類作成要領

のうち「資金収支計算書」作成要領の考え方

を参考に仕分けを行った。

注２　これらの領域分けは、あくまで全国平均値を

メルクマールとして設定したものである。現

実には全国平均値自体がそもそも悪化した状

況にあるかもしれない。この分析結果は、償

還能力指標を活用した財政運営のあり方を示

したものとご理解いただきたい。
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